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高知県土地利用基本計画とは 

高知県土地利用基本計画（以下「基本計画」という。）は、高知県の区域における国土（以

下「県土」という。）について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法第

９条の規定に基づき国土利用計画（全国計画）を基本として策定するものである。 

この基本計画は、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関する措置、土地

利用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するに当たっての基

本となる計画である。すなわち、都市計画法・農業振興地域の整備に関する法律・森林法・

自然公園法・自然環境保全法（以下「個別規制法」という。）に基づく諸計画に対する上位

計画として行政内部の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、開発

行為については個別規制法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たすものである。 

 

 

 

 

１ 土地利用の基本方向 

（１）土地利用の基本理念 

県土は、現在及び将来における県民のための限られた資源であるとともに、生活及び生

産などの諸活動に共通する基盤である。したがって、県土の利用は、公共の福祉の優先を

前提として、県土の保全及び南海トラフ地震などに対応する安全性の確保や、県民が将来

に希望を持って暮らすための産業の振興、そして本県が全国に誇りうる自然環境の保全

を図るなど、自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮して、健康で文化的な生活環

境の確保と、個性ある地域の形成を通じた県土の均衡ある発展を図ることを基本理念と

して、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

  

（２）県土の特性 

本県は、四国の南部に位置し、北は四国山地、南は太平洋に面して細長い扇状の形をし

ており、約 7,104 平方ｋｍ（国土地理院 令和２年７月１日面積）の面積を有する。海岸

線は、約 717.9km（環境省 平成 29 年版環境統計集）に及び、中央部の浦戸湾を境に様相

を異にしている。東部は砂浜とその背後に段丘が連なる、ほとんど出入りのない隆起海岸

であるが、西部は深い入り江が多く、山と絶壁が海に迫った岩礁の多いリアス式海岸であ

る。北辺は標高 1,000ｍ以上の山系が連なり、そこを水源として南流する河川は、急流が

多く流路も短い。 

県土は 84％を森林が占める全国有数の森林県である。一方、平地・可住地は、高知平

野を除けば、河川の流域や海岸線に沿って点在する形で分布しており、その比率は低い。 
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（３）県土利用をめぐる基本的条件 

 

ア 人口減少による県土管理水準の低下 

本県は、全国に先行して人口の自然減、少子化及び高齢化の進展に直面しており、

2005 年には約 80 万人であった総人口が、2020 年 10 月１日現在の人口では、約 69 万

人（令和２年国勢調査による）、2035 年には 60 万人を割り込むと見込まれている（国

立社会保障・人口問題研究所の推計）。中でも県土の約９割、県人口の約４割を占める

中山間地域における人口減少、過疎化は著しく、将来の維持・存続が危ぶまれる集落の

増加が懸念される。 

このような人口動態の変化は、県土の利用にも大きな影響を与える。高知市をはじめ

とした都市部においては、人口減少により、既存市街地の人口密度の低下や中心市街地

の空洞化が進行するとともに、低・未利用地や空き家等が増加しており、土地利用の効

率の低下が懸念される。都市近郊においては、農地と宅地の混在や都市基盤整備の遅れ

が見られる。 

農山漁村においては、過疎化・高齢化による担い手不足や不在所有者の増加、地域産

業の低迷などにより、空き地、荒廃森林や耕作放棄地が増加しており、県土資源の管理

水準の低下や美しい景観に毀損を生じる可能性が危惧される。 

さらに、県全体で進む人口減少、過疎化・高齢化により、中山間地域を中心に、今後

も所有者の所在の把握が難しい土地が増加することが想定され、円滑な土地利用に支

障を来すおそれがある。 

人口減少による土地管理水準の低下等といった問題は、耕作放棄地、空き地・空き家・

所有者不明土地の増大等といった形で、既に多くが顕在化しているが、対策を怠れば、

今後、状況がさらに悪化するおそれがある。このため、県土の適切な利用と管理を通じ

て県土を荒廃させない取組を進めていくことが重要な課題となる。 

 

イ 自然環境と美しい景観等の悪化 

人口減少社会においては、農林業等を通じた地域住民による土地への働きかけの減

少により、これまで人の手が入ることで良好に管理されてきた里地里山等における自

然環境や景観の悪化、野生鳥獣被害の深刻化、さらには自然資源の管理や利活用に係る

知恵や技術の喪失等が懸念される。 

また、地球温暖化の進行等に伴う気候変動は、県土の自然環境に影響を及ぼし、更な

る自然環境の悪化や生物多様性の損失が懸念される。 

全国一の森林率を誇り、四万十川に代表される数々の清流といった特徴的な自然環

境を有する本県においては、自然環境の悪化や生物多様性の損失は、土壌の劣化や水質

の悪化、植生の変化等を通じて、水源の涵養や県土保全など暮らしを支える生態系サー
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ビス（自然の恵み）に与える影響は大きなものとなる。このため、森林や多様な生態系

を保全し、人と自然が共生してきた里地里山等を持続的に利活用していくことは、健全

な水循環の維持又は回復等を通じて地域の持続的で豊かな暮らしを実現する観点から

も重要である。 

 

ウ 自然災害に対する懸念 

本県は、台風や豪雨に頻繁に見舞われる土地であり、急峻な地形や脆弱な地質から洪

水や土砂災害が多発している。また、局地化・集中化・激甚化する近年の雨の降り方や、

管理者不在等により人の手が入らなくなった森林の増加等による県土の保水機能の低

下などにより、水害、土砂災害の頻発化・激甚化が懸念されている。 

また、過去に多くの人命及び財産を失った南海地震の再来が懸念されており、その発

生確率は、今後 30年以内で 70～80％と予想されている。 

このような自然災害により甚大な被害を受けるおそれのある地域への居住地の拡大

や中心市街地における諸機能の集中、脆弱なライフラインとその整備の遅れ、コミュニ

ティの弱体化などが見られる現状の中、より安全な地域への居住の誘導や機能の移転、

ライフラインの多重化など県土の安全対策が急務となっている。 

 

 

２-１ 県土利用にかかる５つの基本方針 

今後の県土利用に当たっては、このような基本的条件を踏まえて、「県民生活を守る土地

利用」、「地域と調和した土地利用」、「適切な土地利用の実現と維持管理」という視点に留意

しつつ、以下の５つを基本方針として、より良い状態で県土を次世代に引き継ぐことを目指

していく。 

 

（１）災害に強い県土利用   

災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適正な県土の利用を基本としつつ、被災時の

被害の最小化を図る「事前防災・減災」の考え方も踏まえ、諸機能の適正な配置、防災拠

点の整備、被害拡大の防止や復旧復興の備えとしての公園・緑地等の計画的な整備、ライ

フラインの整備、農用地の管理保全、森林の持つ国土保全機能の向上などを図ることによ

り、強さとしなやかさを備えた県土づくりを進めていく必要がある（県土の強靱化）。 

避難道などの整備をはじめとしたハード対策と、防災情報を県民や関係機関へ積極的

に発信し、防災への取組を促していくソフト対策を適切に組み合わせた防災・減災対策を

実施するとともに、災害リスクの把握及び周知を図った上で、土砂災害特別警戒区域や災

害危険区域などの災害リスクの高い地域については、新規立地の抑制、建築行為の制限を

適切に行っていくことが必要である。 
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また、今後 30年以内に 70～80％の確率で発生すると予想されている南海トラフ地震に

対する備えとして、住宅や事業所等の被災リスクの低い場所への移転促進、避難道や津波

避難タワーの整備、堤防や防波堤の改修強化など被災リスクを軽減する取組、ヘリポート

や孤立化回避のための道路整備、災害ゴミ集積や仮設住宅用地の確保など被災後の早期

復旧・生活インフラ確保に関わる取組などを進めていくことが重要である。 

 

（２）暮らしを維持する県土利用   

中山間地域においては、日常生活に不可欠な施設の集約化や、地域活動を行う場である

集落活動センターの整備等を地域の実情に応じて進めるとともに、周辺地域と道、公共交

通などのネットワークでつないだ小さな拠点の形成を図っていく。 

また、都市部における独居老人の孤独死の増加などを踏まえ、地域コミュニティ機能の

維持・再構築を図るため、民間企業など多様な主体に地域活動への参画を促すとともに、

地域コミュニティの担い手育成を図ることにより、住民が住み慣れた地域で安心して暮

らし続けることができる居住環境の形成を進める。 

 

（３）自然と共生する持続可能な県土利用     

高知県は全国一の森林率を誇るとともに、四万十川や仁淀川といった全国有数の清流

を有しており、豊かな自然環境に恵まれている。これらの自然環境と美しい景観等を保

全・再生・活用する県土利用については、将来にわたり保全すべき自然環境や優れた自然

条件を有している地域を核として、気候変動による影響も考慮しつつ、自然環境の保全・

再生を進め、森、里、川、海の連環による生態系ネットワークの維持・形成を図り、県民

の福利や地域づくりに資する形での活用を推進する。なお、その際には、県土を形づくり、

県民生活の基盤となる生物多様性及び生態系サービス（自然の恵み）の保全と持続可能な

利用を基本とする。 

自然環境の活用については、持続可能で魅力ある県土づくりや地域づくりを進めるた

め、社会資本整備や土地利用において、自然環境の有する多様な機能（生物の生息・生育

の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用したグリーンインフラなどの取

組を推進する。また、地域におけるバイオマス等の再生可能な資源やエネルギーの確保と

循環的な利活用に努めるとともに、このような資源を生み出す里地里山等の良好な管理

と資源の利活用に係る知恵や技術を継承する。 

これらに加え、美しい農山漁村、集落やまちなみ、魅力ある都市空間や水辺空間など、

地域の個性ある美しい景観の保全、再生、創出を進めるとともに、これらを活用した魅力

ある地域づくりを進める。あわせて、地球温暖化への対応や水環境の改善等の観点から健

全な水循環を維持し、又は回復するための取組を進める。      

その際、県土には希少種等を含む様々な野生生物が生息・生育していることを踏まえつ

つ、外来種対策、野生鳥獣被害対策の推進など、生物多様性の確保と人間活動の調和を図
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ることなどを通じ、生物多様性に関する取組を社会に浸透させ、自然環境を保全・再生・

活用する県土利用を進める。 

 

（４）産業振興を促進する県土利用  

生産年齢人口の減少及び高齢化に加え、地域産業が弱体化すれば担い手は流出し、地域

活力はさらに衰退すると同時に県土の管理水準も低下を余儀なくされる。つまり、それぞ

れの地域で人々が何らかの糧を得て、生活の営みを維持することができなければ、県土は

荒廃していくことになる。そのため、今後の県土利用には地域の産業振興に係る視点も重

要である。 

本県では、農業・林業・水産業・商工業・観光などの産業分野及びこれらを結ぶ連携テ

ーマで構成する産業成長戦略と、これに沿って地域が目指す産業の姿や具体的な取組を

盛り込んだ地域アクションプランから成る、県経済の活性化のためのトータルプランで

ある「高知県産業振興計画」を策定し、平成 21年度から様々な取組を進めており、それ

まで生産年齢人口と連動し減少傾向であった各種生産額は増加傾向を示している。 

この傾向を維持・発展させていくため、各産業分野における高付加価値化や省力化・効

率化を推進するとともに、地域の雇用促進や所得向上等を図っていく。あわせて、地域の

特性や実情を踏まえた良好な生活環境を整備することにより、健全な地域社会の構築を

図っていく。 

 

（５）歴史文化を守りつなげる県土利用   

高知県の歴史や文化には、四国八十八箇所遍路道やよさこい祭りの舞台としての道、日

曜市に代表される街路市が立つ道など、「道」に関わるものが多くある。また、高知城や

桂浜などのように高知県を想起させる史跡、景勝地等が県内各地に残っており、各地域の

歴史や文化を反映した土地利用が行われている。 

地域住民が、日々の生活や自然との関わりの中で育んできた、各地域の歴史文化に対す

る啓発活動や後継者の育成等を行い、次世代に継承していくとともに、これらを活用し地

域の魅力を高める取組を進めていく。 

 

 

２－２ 県土利用の総合的マネジメント（５つの基本方針の進め方） 

（１）複合的な施策による県土の適切な管理 

人口減少や県財政の制約が継続する中で、県土を荒廃させない取組を進めていくこと

が一層重要となっている。 

県土の適切な管理は、県土保全、生物多様性の保全、健全な水循環の維持又は回復等を

通じて、防災・減災や自然との共生等を促進する効果に加え、これらを通じた持続可能な
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地域づくりにも効果を発揮する。今後は、「災害に強い県土利用」など上記５つの基本方

針に基づいた複合的な効果をもたらす施策を積極的に進め、県土に多面的な機能を発揮

させることで、土地の利用価値を高め、県土の適切な管理を図っていくことが必要である。 

 

（２）多様な主体による県土管理 

これらの取組は、各地域を取り巻く自然や社会、経済、文化的条件等を踏まえ、地域の

発意と合意形成を基礎とする土地利用との総合的な調整の上に実現される。このため、地

域住民や市町村など、地域の様々な主体が自らの地域の土地利用や地域資源の在り方等

について検討するなど、地域主体の取組を促進することが重要である。 

特に県土管理については、このような地域による取組を基本としつつ、県土の多面的な

価値に応じた県や市町村による管理と併せ、水資源等の県土の恵みを享受する民間企業

等の多様な主体の参画を進める。中山間地域においては無居住化する地域が拡大するお

それもあり、県民一人ひとりが県土に関心を持ち、その管理の一端を担う県民の参加によ

る県土管理を進めていくことが一層、重要となる。 

 

 

３ 土地利用における地域別の特性 

 この土地利用基本計画における「土地利用における地域別の特性」においては、地域の文

化などの特色や広域行政圏としての市町村の結びつきなどにより区分された「高知県市町

村合併推進構想」や「高知県産業振興計画」の地域区分を参考に、県内を「安芸地域」「物

部川地域」「高知市地域」「嶺北地域」「仁淀川地域」「高幡地域」「幡多地域」の７つの地域

に分けるとともに、前述の「災害に強い県土利用」「暮らしを維持する県土利用」「自然と共

生する持続可能な県土利用」「産業振興を促進する県土利用」「歴史文化を守りつなげる県土

利用」の視点を中心に、それぞれの地域における特性について示すこととする。 

 

※それぞれの地域の構成市町村 

・安芸地域：室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸

西村 

・物部川地域：南国市、香南市、香美市 

・高知市地域：高知市                

・嶺北地域：本山町、大豊町、土佐町、大川村 

・仁淀川地域：土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 

・高幡地域：須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町 

・幡多地域：宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町     
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（ア）安芸地域 

この地域は、面積で県全体の約 16％、人口で約６％（令和２年国勢調査による。以

下同じ）を占め、山・川・海のそれぞれの自然に恵まれた地域である。かつて、県の木

である「ヤナセスギ」に代表される豊かな森林資源を活かして林業が大いに栄え、現在

でも森林の占める割合が 89％と高い地域である。また、農地の占める割合は決して高

くないが、平野部のハウス園芸地帯のナスや中山間地域のユズは、日本一の生産量を誇

っている。かつてこの地域の基幹産業の一つであった水産業は、遠洋まぐろ漁業などで

栄えたが、魚価の低迷や後継者不足などにより厳しい状況に置かれている。 

この地域については、農業や林業などの分野での豊かな資源をさらに活かす土地利

用を行うとともに、室戸岬を中心とした「室戸阿南海岸国定公園」や、「魚梁瀬県立自

然公園」などの美しい自然環境を残しながら、室戸の海洋深層水や平成 23年９月に認

定を受けた室戸世界ジオパーク、平成 29 年４月に認定を受けた日本遺産「森林鉄道か

ら日本一のゆずロードへ」のように、この地域の豊かな自然そのものが、農林業などの

一次産業だけでなく、製造業や観光産業にもつながるような土地利用の方向が望まし

い。 

また、県が平成 25年５月に公表した南海トラフ地震による津波の被害想定では、建

物の全壊及び半壊の棟数で、県全体の約２割がこの地域で発生すると予想されており、

海岸部での台風や南海トラフ地震による津波などの被害から、地域住民を守るための

安全・安心に配慮した土地利用も重要である。 

 

（イ）物部川地域 

物部川の流域に位置するこの地域は、面積で県全体の約 11％、人口で約 15％を占め

ており、上流域には豊かな森林が広がり、下流域は全国有数の生産量を誇るニラやシシ

トウ、ショウガなどにより県内有数の園芸地帯となっている。また工業分野では、南国

市、香美市、香南市の３市で県内の製造品出荷額の約３割を占めるなど、県内製造業の

中心的な役割を果たしている地域である。 

   この地域については、地域での住民の減少を抑え、継続して県土の維持・保全を図る

という視点からも、豊かな森林資源を活かした産業の振興を図るための土地利用を行

うことが重要である。また下流域では、現在の園芸農業の一層の発展を図るとともに、

新たな工業団地の開発や、高知工科大学との連携による工業分野での振興を図るなど、

それぞれの地域の特色を活かした土地利用を進めていくことも重要である。 

また、この地域の中心である物部川については、「天然アユが湧き立つ川」をキャッ

チフレーズとした「物部川清流保全計画」や、50 年前の物部川を取り戻そうと作成さ

れた「物部川 100 年マップ」があり、これらは今後の土地利用の重要な指針となるもの

である。 

他にも、国指定史跡天然記念物の龍河洞を中心とした「龍河洞県立自然公園」から「奥
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物部県立自然公園」、「剣山国定公園」と徳島県に至る広い範囲で豊かな自然環境が残さ

れており、このような環境を次世代に残していくことも重要である。 

地域住民の安全・安心については、物部川の治水対策のほか、特に海岸地域について、

南海トラフ地震の際の津波による被害も想定されており、このことを踏まえた土地利

用の取組も重要である。 

 

（ウ）高知市地域 

この地域は、面積では県全体のわずか４％強であるが、人口では全体の約 47％が集

中し、その結果、宅地や道路の割合が高くなっている。また、農地の占める割合も県内

７地域の中で最も高く、逆に、森林の占める割合は最も低くなっている。 

この地域は、県内の総生産額の 47％を占めているなど、経済の中心地域としての機

能を持っているほか、国や県の行政機関等も集中しており、県都としての機能を維持し

ていく必要がある。 

   この地域では、今後必ず起こるとされている南海トラフ地震において、人口や建物が

集中していることに加え、標高が低く、海抜０メートル地帯が広くあり、地盤の沈下も

加わり、建物や人的な大きな被害想定がされており、また、長期間の浸水も想定されて

いる。この地域は、様々な意味で本県の中心地域となっていることから、今後の土地の

利用については、「減災」に対する配慮が特に重要なものとなっている。 

また、消費地近郊という地の利を活かした農業や、桂浜や高知城、坂本龍馬などの観

光資源を活かした観光関連産業などの商業・サービス業の振興につながる土地利用も

重要である。 

さらに、この地域には、人口密集地域の周辺に「北山県立自然公園」や「鷲尾山県立

自然公園」をはじめ豊かな自然が残されているところもあり、このような環境を守り育

てていくことも重要である。 

 

（エ）嶺北地域 

この地域は、７つの地域の中で農地の占める割合、住宅地の占める割合、工業用地の

占める割合が最も低く、森林の占める割合が約 89％と最も高い。面積は県全体の約 11％

と物部川地域とほとんど同じであるが、人口は県全体の約２％であり、65 歳以上の高

齢者の割合も約 51％になっている。県内でも、過疎化・高齢化が最も進んでいる地域

であり、今では県内全域に広がっている集落活動センターを核とした集落維持の仕組

み作りにも先行して取り組んでいる地域であり、このような取組は県土管理の水準の

低下を防ぐのに有効である。 

この地域については、物部川地域の上流域と同じく、豊かな森林資源を活かした産業

の振興を図るための土地利用の取組が重要である。林業については、近年の地球温暖化

の防止に対する関心の高まりや CLT 建築物、バイオマス燃料などにより、国産材を見直
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す動きもあることから、木材の供給、間伐の拡大、苗木の栽培などにより森林の管理水

準の向上が期待される。また、「れいほく」というブランドを農林業だけでなく観光の

面でも活かした土地利用の取組も重要である。   

自然環境については、「梶ヶ森県立自然公園」や「白髪山県立自然公園」など、山や

森を中心としたすばらしい自然が残されており、今後も訪れた人たちが憩える空間で

あり続けるような取組が必要である。 

また、地域住民の安全・安心については、地滑りや土砂崩れに対する対応はもちろん、

高齢者の割合が他の地域に比べて特に高いことなど、他と異なる視点からの「減災」に

対する土地利用の取組も必要である。 

 

（オ）仁淀川地域 

この地域は、清流・仁淀川を中心に、トマトやニラなどの施設園芸や、全国に知られ

ている「土佐和紙」から発展した製紙業など、水に関連する産業に支えられて発展して

きた地域であり、また仁淀川により住民の生活や文化が育まれ、支えられてきた地域で

ある。面積は県全体の約 16％、人口は約 11％となっている。 

この地域については、高糖度トマトの生産や良質なお茶などの農業分野やティッシ

ュやトイレットペーパー、紙おむつなどの製紙業だけでなく、仁淀川そのものを観光資

源として活かした産業の振興につながる土地利用の取組が必要である。その際、仁淀川

は本県が全国に誇りうる重要な河川であることから、「第２期仁淀川清流保全計画」に

もあるとおり、川そのもの及びその周辺の環境の保全に十分留意する必要がある。さら

に、いの町本川の笹ヶ峰は、特に自然環境が優れた地域として国から「自然環境保全地

域」の指定を受けており、この豊かな自然を損なう土地利用は、原則として認められな

いものとなっている。 

また、この地域には、「安居渓谷県立自然公園」や「中津渓谷県立自然公園」など県

内でも有数の美しい渓谷があり、四季折々に訪れる人を楽しませている。また、海岸部

の「横浪県立自然公園」は雄大な太平洋の景色が観光にも一役買っており、このような

自然環境を守っていく土地利用の取組も重要である。 

住民の安全・安心という側面からは、南海トラフ地震における海岸部での津波による

被害も想定されており、土地利用に当たっては留意する必要がある。 

 

（カ）高幡地域 

この地域は、全国的に知名度の高い四万十川や、四国カルスト、変化に富んだ海岸線

など豊かな自然を有し、豊富な森林資源を有する林業や全国有数の生産量を誇るミョ

ウガやショウガの農業、カツオの一本釣りや養殖業の水産業など、第一次産業を中心と

して発展してきた。面積は県全体の約 20％を占めるが、人口は県全体の約７％ほどで

あり、四万十川については、平成 13 年３月に制定された「高知県四万十川の保全及び
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流域の振興に関する基本条例」（略称「四万十川条例」）で、「四万十川を県民・国民共

有の財産として、後世に引き継ぐことを目的とする。」とされており、この地域におい

ては、この四万十川に代表される豊かな自然環境を守りながら、観光や林業などの関連

する産業に活かしていく土地利用が特に重要なポイントとなる。 

また、この地域には日本三大カルストの一つである四国カルスト一帯を占める「四国

カルスト県立自然公園」があり、草原に石灰石（カレーン）とすり鉢状の窪み（ドリー

ネ）が点在する、カルスト地形が見られる。一方、「須崎湾県立自然公園」や「興津県

立自然公園」の美しい海岸景観は、観光資源としてはプラスだが、津波などにより過去

にも大きな被害を受けており、土地利用の観点からも南海トラフ地震への備えが重要

となっている。 

 

（キ）幡多地域 

本県の西南部に位置するこの地域は、温暖な気候と、清流・四万十川や「足摺宇和海

国立公園」などの自然環境に恵まれた地域である。面積は県全体の約 22％、人口は約

12％であり、比較的農地の割合が高い地域である。また、この地域全体の面積の中での

割合は小さいが、宿毛の西南中核工業団地と宿毛湾港工業流通団地は、本県の工業の振

興を考える上で欠かせない工業団地であり、この地域の土地利用の中で、大きな特徴の

一つとなっている。 

この地域については、四万十川や足摺岬などの他県に誇れる自然を活かした観光や、

幡多ヒノキなどの森林資源の活用、黒潮の恵みを活かした作り育てる漁業の推進、四万

十川の特産物であるアオノリや鮎などを活かした取組など、関連産業の振興を図る取

組を行うとともに、製造業が集積している西南中核工業団地や、重要港湾である宿毛湾

港に面した宿毛湾港工業流通団地の立地を活かした土地利用の取組を進めることなど

が重要である。 

また、この地域は、四万十川の下流域を含んでいることから、四万十川条例による保

全の対象になっており、さらに黒潮町の鹿島は、自然環境が特に優れた地域として、県

が「自然環境保全地域」に指定している。土地利用については、それぞれの理念を損な

わないよう留意する必要がある。 

住民の安全・安心については、この地域は長い海岸線を有していることから、南海ト

ラフ地震における津波の被害予想で、海岸部で津波による建物の全壊・半壊が見込まれ

るとともに、宿毛市では長期浸水も予想されており、それに備えた土地利用の取組も特

に重要である。 
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４ 土地利用の原則と五地域区分の重複する地域における土地利用

に関する調整指導方針 

 

（１）土地利用の原則 

土地利用は、土地利用基本計画図に図示された都市地域、農業地域、森林地域、自然公

園地域及び自然保全地域の五地域ごとに、それぞれ次の原則に従って適正に行わなけれ

ばならない。 

また、土地利用規制の観点から見て無秩序な施設立地等の問題が生じるおそれのある

地域においては、地域の環境を保全しつつ地域の実情に応じた総合的かつ計画的な土地

利用の実現を図るものとする。 

なお、五地域のいずれにも属さない地域においては、当該地域の特性及び周辺地域との

関連等を考慮して適正な土地利用を図るものとする。 

 

ア 都市地域 

都市地域は一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域

である。 

都市地域においても、人口減少、高齢化の進展等の中で、都市における環境を安全か

つ健全でゆとりあるものとするため、自然条件や防災施設の整備状況を考慮した土地

利用への誘導や集約型都市構造の構築を目指すとともに、歴史的・文化的・自然的資源

等の地域の個性を活かした賑わいの創出を図る。また、近年、住民の農業や環境に対す

るニーズが多様化していることから、自然とのふれあい、憩いの場、防災機能等のよう

な農地等の多面的機能を考慮し、都市や周辺の農山漁村の相互の機能分担、交流・連携

を促進することを通じ、効率的な土地利用を図る。 

 

（ア）「市街化区域（都市計画法第７条第１項による市街化区域をいう。）」においては、

環境負荷の少ない豊かで安全な暮らしやすい都市を形成するため、中心市街地な

どへの都市機能の集積やアクセシビリティの確保を推進するとともに、都市の骨

格をなす幹線街路の整備や公園のようなオープンスペースの確保等により、災害

に強い都市構造の形成を図る。また、良好なまちなみ景観の形成、豊かな居住環境

の創出により、ゆとりある環境の形成を図るものとする。 

 

（イ）「市街化区域及び市街化調整区域（都市計画法第７条第１項による市街化調整区

域をいう。）に関する都市計画が定められている都市地域における市街化区域以外

の地域」においては、特定の場合を除き、都市的な利用を避け、良好な都市環境の
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保持及び防災上の観点から、農林地等の保全と整備を図るものとする。 

 

（ウ）「市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市地域

における用途地域（都市計画法第８条第１項第１号による用途区域をいう。）」内の

土地利用については、市街化区域における土地利用に準ずるものとし、「市街化区

域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市地域における用

途地域以外の地域」においては、土地利用の動向を踏まえ、環境及び農林地の保全

に留意しつつ、農林業的土地利用との計画的な調整を図りながら、都市的な利用を

認めるものとする。 

 

（エ）「市街化区域及び市街化調整区域、用途地域に関する都市計画が定められていな

い都市地域」内の土地利用においては、土地利用の動向を踏まえ、環境及び農林地

の保全に留意しつつ、農林業的土地利用との計画的な調整を図りながら、都市的な

利用を認めるものとする。 

 

イ 農業地域 

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要が

ある地域である。 

農業地域の土地利用については、農用地が食糧供給源として国民の最も基礎的な土

地資源であるとともに国土保全、水源かん養等の公益的機能を有すること、良好な生活

環境や自然環境、美しい景観の構成要素であることなどから、現況農用地は極力その保

全と有効利用を図るとともに、耕作放棄の防止に努めるものとする。また、農用地と宅

地が混在する地域においては、農村地域の特性に応じた良好な生産環境及び生活環境

の一体的な形成に努め、地域の実情に応じた計画的かつ適切な土地利用を図るものと

する。 

 

（ア）「農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号による農用

地等として利用すべき土地の区域をいう。）」 内の土地は、農業生産の基盤として

確保されるべき土地であることから、土地改良等の農業基盤の整備を計画的に推

進するとともに、他用途への転用は行わないものとする。 

 

（イ）「農用地区域を除く農業地域内の農地等」については、都市計画等農業以外の土

地利用計画との調整を行った場合には、その転用は極力調整された計画等を尊重

し、優良農地（農業生産力の高い農地、集団的に存在している農地又は農業に対す

る公共投資の対象となった農地をいう。） は極力転用を避けるよう努めるものと

し、農業以外の土地利用計画との調整を行っていない地域及び農業以外の土地利
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用計画のない地域においては、優良農地の転用は原則として行わないものとする。 

 

ウ 森林地域 

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する

諸機能の維持増進を図る必要がある地域である。 

森林地域の土地利用については、森林が、木材生産等の経済的機能を持つとともに、

国土保全、水源かん養、保健休養、自然環境保全等の公益的機能を通じて県民生活に大

きく寄与していることから、必要な森林の保全・確保を図るとともに、森林の有する諸

機能が最高度に発揮されるよう、その整備を図るものとする。 

 

（ア）「保安林（森林法第 25条第１項並びに第 25 条の２第１項及び第２項による保安

林をいう。）」 については、国土保全、水源かん養、生活環境の保全等の諸機能の

積極的な維持増進を図るべきものであることから、適正な管理を行うとともに他

用途への転用は原則として行わないものとする。 

 

（イ）「保安林以外の森林地域」については、経済的機能及び公益的機能の維持増進を

図るものとし、林地の保全に特に留意すべき森林、施業方法を特定されている森林、

水源として依存度の高い森林、優良人工造林地又はこれに準ずる天然林等の機能

の高い森林については、極力他用途への転用を避けるものとする。 

なお、森林を他用途へ転用する場合には、森林の継続的な育成・維持と林業経営

の安定に留意しつつ、災害の発生、環境の悪化等の支障を来たさないよう十分考慮

するものとする。 

 

エ 自然公園地域 

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある

地域である。 

自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地であり、その利

用を通じて県民の保健、休養に資するとともに、自然とのふれあいの中で自然から学ぶ

ことができるよう、優れた自然の保護とその適正な利用を図るものとする。 

 

（ア）「特別保護地区（自然公園法第 21 条第１項の特別保護地区をいう。）」について

は、その設定の趣旨に即して景観の厳正な維持を図るものとする。 

 

（イ）「特別地域（自然公園法第 20 条第１項又は第 73 条第１項による特別地域をい

う。）」については、その風致の維持を図るべきものであることから、都市的利用、

農業的利用等を行うための開発行為は極力避けるものとする。 
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（ウ）「その他の自然公園地域」においては、都市的利用又は農業的利用を行うための

大規模な開発、その他自然公園としての風景地の保護に支障を来すおそれのある

土地利用は極力避けるものとする。 

 

オ 自然保全地域 

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る

必要がある地域である。 

自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康的で文化的な生活に欠

くことのできないものであることから、広く県民がその恩恵を享受するとともに、将来

に自然環境を継承することができるよう、積極的に保全を図るものとする。 

 

（ア）「特別地区（自然環境保全法第 25条第１項又は第 46 条第１項による特別地区を

いう。）」においては、その指定の趣旨に即して、特定の自然環境の状況に対応した

適正な保全を図るものとする。 

 

（イ）「その他の自然保全地域」においては、原則として土地の利用目的を変更しない

ものとする。 

 

（２）五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針 

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域又は自然保全地域のうち２地域が重複し

ている地域においては、次に掲げる調整指導方針に即し、また、３以上の地域が重複する

地域においては、次に掲げる調整指導方針におけるそれぞれの関係から見た優先順位、指

導の方向等を考慮して、３に掲げる地域別の土地利用の基本方向に沿った適正かつ合理

的な土地利用を図るものとする。 

 

ア 都市地域と農業地域とが重複する地域 

 

（ア）「市街化区域及び用途地域以外の都市地域」と「農用地区域」とが重複する場合 

農用地としての利用を優先するものとする。 

 

（イ）「市街化調整区域」と「農用地区域以外の農業地域」とが重複する場合 

農業上の利用を優先し、特定の場合を除き都市的な利用を避けるものとする。 

 

（ウ）「市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市地域

における用途地域以外の地域」及び「市街化区域及び市街化調整区域、用途地域に
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関する都市計画が定められていない都市地域」と「農用地区域以外の農業地域」と

が重複する場合 

土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら都市的な利

用を認めるものとする。 

 

イ 都市地域と森林地域とが重複する地域 

 

（ア）「都市地域」と「保安林の区域」とが重複する場合 

     保安林としての利用を優先するものとする。 

 

（イ）「市街化区域及び用途地域」と「保安林の区域以外の森林地域」とが重複する場    

合 

原則として、都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全に努めるもの

とする。 

 

（ウ）「市街化調整区域」と「保安林の区域以外の森林地域」とが重複する場合 

森林としての利用を優先し、特定の場合を除き都市的な利用を避けるものとす

る。 

 

（エ）「市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市地域

における用途地域以外の地域」及び「市街化区域及び市街化調整区域、用途地域に

関する都市計画が定められていない都市地域」と「保安林の区域以外の森林地域」

とが重複する場合 

森林としての利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りなが

ら都市的な利用を認めるものとする。 

 

ウ 都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

 

（ア）「市街化区域及び用途地域」と「自然公園地域」とが重複する場合 

自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら、都市的利

用を図っていくものとする。 

 

（イ）「市街化区域及び用途地域以外の都市地域」と「特別地域」とが重複する場合 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

 

（ウ）「市街化調整区域」と「特別地域以外の自然公園地域」とが重複する場合 
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自然公園としての保護及び利用を優先し、特定の場合を除き都市的な利用を避

けるものとする。 

 

（エ）「市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市地域

における用途地域以外の地域」及び「市街化区域及び市街化調整区域、用途地域に

関する都市計画が定められていない都市地域」と「特別地域以外の自然公園地域」

とが重複する場合 

自然公園としての機能を重視しつつ、両地域の調整を図っていくものとする。 

 

エ 都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

自然環境としての保全を優先するものとする。 

 

オ 農業地域と森林地域とが重複する地域 

 

（ア）「農業地域」と「保安林の区域」とが重複する場合 

保安林としての利用を優先するものとする。 

 

（イ）「農用地区域」と「保安林の区域以外の森林地域」とが重複する場合 

原則として、農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用との調

整を図りながら、森林としての利用を認めるものとする。 

 

（ウ）「農用地区域以外の農業地域」と「保安林の区域以外の森林地域」とが重複する

場合 

森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図り

ながら、農業上の利用を認めるものとする。 

 

カ 農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

 

（ア）「農業地域」と「特別地域」とが重複する場合 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

 

（イ）「農業地域」と「特別地域以外の自然公園地域」とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

キ 農業地域と自然保全地域とが重複する地域 
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（ア）「農業地域」と「特別地区」とが重複する場合 

自然環境としての保全を優先するものとする。 

 

（イ）「農業地域」と「特別地区以外の自然保全地域」とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

ク 森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

ケ 森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

 

高知県の土地利用の推移 
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５ 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画 

 別表に掲げた公的機関を主体とする開発保全整備計画については、当該計画に基づく事

業が円滑に実施されるよう土地利用上配慮するものとする。 

 

（別表） 

 公的機関による開発保全整備計画 

 

計 画 名 事業目的 規模(ha) 位  置 計画主体 事業主体 

宿毛湾港港湾

整備 

港湾整備 ６２ 宿毛市 

宇須々木 

池島 

樺 

大月町 

白浜 

高知県 国土交通省 

高知県 

 

 


